
 
 

通
町
の
歴
史
・
妙
見
祭
笠
鉾
「
西
王
母
」
に
関
す
る
手
引
書
作
成 

通町町内会 笠鉾西王母保存会 

平成 26年度八代市がまだしもん応援事業 



は
じ
め
に 

  

当
町
内
は
、
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
「
八
代
妙
見
祭
の
神
幸
行
事
」

に
、
笠
鉾
「
西
王
母
」
を
奉
納
し
て
い
る
。 

昭
和
四
十
年
代
ま
で
、
子
ど
も
警
護
に
は
町
内
の
仲
良
し
ク
ラ
ブ
の
男
児
、

そ
れ
も
小
学
校
高
学
年
し
か
参
加
で
き
な
い
ほ
ど
の
児
童
が
い
た
。
し
か
し
、

最
近
は
、
町
内
児
童
が
激
減
し
、
他
の
地
域
に
依
頼
し
て
参
加
し
て
い
る
状
況

で
あ
る
。 

日
本
の
地
方
過
疎
化
・
少
子
高
齢
化
の
問
題
は
こ
の
妙
見
祭
参
加
に
も
影
響

が
出
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
妙
見
祭
事
前
準
備
、
笠
鉾
組
み
立
て
、
本
番
、
片

付
け
、
収
納
に
一
ヶ
月
以
上
の
時
間
と
労
力
を
か
け
、
毎
年
行
っ
て
い
る
が
、

最
近
は
町
内
居
住
者
も
高
齢
化
し
、
笠
鉾
組
み
立
て
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
移
住
者
や
毎
年
新
規
で
参
加
し
て
い
る
方
々
に
、
こ
の
作
業
を
お
願
い
す

る
に
は
種
々
の
困
難
が
あ
る
。 

そ
こ
で
、
通
町
の
歴
史
、
妙
見
祭
の
内
容
、
笠
鉾
「
西
王
母
」
に
つ
い
て
の

歴
史
、
ま
た
笠
鉾
の
組
み
立
て
図
、
衣
装
の
着
付
け
を
集
約
し
た
手
引
書
と
笠

鉾
組
み
立
て
の
視
覚
資
料
教
材
（
写
真
・
ビ
デ
オ
）
を
作
成
し
、
町
内
の
次
の

世
代
や
参
加
者
は
も
ち
ろ
ん
、
八
代
の
方
々
に
も
歴
史
あ
る
妙
見
祭
の
内
容
を

伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
る
。
妙
見
祭
が
長
年
継
承
す
べ
き
、
国
の

文
化
遺
産
で
あ
る
こ
と
を
、
後
継
者
育
成
と
共
に
自
覚
し
、
こ
れ
が
モ
デ
ル
と

な
り
、
ほ
か
の
笠
鉾
町
内
ご
と
に
手
引
書
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
   

  

【
壱
】 

通
町
の
歴
史 

現
在
の
「
通
町
」
は
、
江
戸
時
代
、
八
代
城
を
囲
ん
で
い
た
城
下
町
だ
っ
た

と
こ
ろ
で
、
当
時
は
「
新
町
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
新
町
と
い
う
町
名
の
由
来

は
、
今
か
ら
約
四
百
年
前
、
八
代
城
下
が
建
設
さ
れ
た
と
き
、
本
町
や
二
之
町

に
配
し
き
れ
な
い
新
興
の
町
衆
に
割
り
当
て
ら
れ
た
町
屋
街
で
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
年
に
旧
八
代
町
に
入
る
第
一
の
大
通
り
で

あ
る
こ
と
か
ら
「
通
町
」
と
な
っ
た
。 

町
の
中
央
を
東
西
に
薩
摩
街
道
が
通
り
、
東
側
に
は
八
代
城
下
へ
の
出
入
り

を
守
る
松
江
口
番
所
が
あ
っ
た
。 

  

「
八
代
城
城
郭
図
」（
松
井
文
庫
所
蔵
）
よ
り
新
町
（
現
在
の
「
通
町
」）
部
分 



観
音
堂
に
つ
い
て 

町
内
に
は
、
歴
史
的
遺
産
が
今
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。 

ま
ず
、
世
界
的
建
築
家
伊
東
豊
雄
氏
の
設
計
に
な
る
「
通
町
ギ
ャ
ラ
リ
ー
８
」

内
に
は
、
か
つ
て
こ
の
場
所
に
あ
っ
た
観
音
堂
（
水
月
庵
）
の
建
物
が
保
存
さ

れ
、
観
音
像
『
楊
柳
観
音
』
が
大
切
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。 

『
楊
柳
観
音
』
は
、
法
華
経
普
門
品
（
観
音
経
）
に
か
か
る
三
十
三
観
音
の

一
つ
で
、
別
名
「
薬
王
観
音
」
と
も
呼
ば
れ
、
病
苦
を
除
く
菩
薩
で
、
柳
の
小

枝
を
持
ち
、「
病
を
除
く
た
め
に
は
、
楊
柳
枝
薬
法
を
修
め
よ
」
と
の
経
典
を
表

し
た
も
の
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
楊
柳
を
持
っ
て
、
種
々
の
難
病
を
消
去
す
る
事
を
本
誓
と
す
る
。 

「
八
代
郡
誌
」
に
よ
れ
ば
、「
天
正
年
間
（
一
五
七
三
年
か
ら
一
五
九
一
年
） 

 

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
で
、
小
西
行
長
支
配
の
と
き
、
庵
が
破
壊
さ
れ
、
本
尊
は
井

水
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
が
、
早
速
信
者
に
よ
っ
て
拾
い
上
げ
ら
れ
、
本
堂
に
安

置
し
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
年
）
十
二
月
二
十
二
日
、
三
斎
公
（
忠
興
）
が

八
代
入
城
後
、
本
堂
を
再
建
し
、
本
尊
と
し
て
祀
っ
た
。」
と
い
う
内
容
が
記
さ

れ
て
い
る
。 

ま
た
、
観
音
堂
前
の
「
光
圓
寺
」
に
は
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
年
）
細

川
忠
興
（
三
斎
）
が
、
織
田
信
長
の
三
十
三
回
忌
に
作
ら
せ
た
と
い
う
貴
重
な

梵
鐘
（
熊
本
県
指
定
重
要
文
化
財
）
が
残
っ
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
本
堂
の
天

井
画
は
、
八
代
城
の
御
用
絵
師
安
藤
雲
桂
が
描
い
た
立
派
な
も
の
で
あ
る
。 
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ギ
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圓
寺
の
梵
鐘 

光
圓
寺
の
天
井
画 

楊柳観音 



【
弐
】 

妙
見
祭
の
歴
史 

妙
見
宮
に
つ
い
て 

 

妙
見
祭
は
、
八
代
市
妙
見
町
に
あ
る
「
八
代
神
社
」
の
秋
の
大
祭
で
あ
る
。

八
代
神
社
は
、
江
戸
時
代
以
前
は
「
妙
見
宮
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
地
域
で
最
も

大
き
な
神
社
と
し
て
人
々
の
崇
敬
を
集
め
て
き
た
。 

 

そ
の
歴
史
は
古
く
、
天
武
天
皇
白
鳳
九
年
（
六
八
十
年
）
年
に
、
八
千
把
村

竹
原
津
（
現
在
の
八
代
市
立
第
二
中
学
校
に
隣
接
す
る
竹
原
神
社
の
辺
り
と
考

え
ら
れ
て
い
た
）
に
鎮
座
し
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

延
暦
十
四
年
（
七
九
五
年
）
に
横
嶽
（
三
室
山
）
の
山
頂
に
上
宮
が
創
建
さ
れ
、

永
暦
元
年
（
一
一
六
十
年
）
に
は
上
宮
の
麓
に
中
宮
、
文
治
二
年
（
一
一
八
八

年
）
に
現
在
の
八
代
神
社
の
場
所
に
下
宮
が
創
建
さ
れ
た
。 

妙
見
祭
に
つ
い
て 

妙
見
宮
の
周
辺
に
は
、
多
く
の
寺
院
が
立
ち
並
び
、
商
工
業
者
が
門
前
町
を

形
成
し
て
い
た
。
十
四
世
紀
に
な
る
と
、
八
代
を
支
配
し
た
名
和
氏
が
、
妙
見

宮
の
南
に
山
城
・
古
麓
城
（
当
時
の
八
代
城
）
を
築
い
た
の
で
、
妙
見
宮
周
辺

は
、
八
代
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
地
と
し
て
、
ま
す
ま
す
栄
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。
名
和
氏
に
か
わ
っ
て
八
代
を
治
め
た
相
良
氏
の
時
代
（
十
六
世
紀
）

に
は
、
す
で
に
妙
見
下
宮
か
ら
中
宮
へ
神
輿
の
神
幸
、
舞
楽
や
流
鏑
馬
な
ど
の

祭
礼
行
事
が
行
わ
れ
、
多
く
の
見
物
人
を
集
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

天
正
九
年
（
一
五
八
一
年
）
古
麓
城
主
相
良
義
陽
が
響
ケ
原
の
戦
い
に
破
れ
、

八
代
は
島
津
氏
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
。
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
年
）、
豊
臣

秀
吉
の
九
州
平
定
に
よ
っ
て
、
島
津
氏
は
退
き
、
八
代
を
含
む
肥
後
南
部
は
小

西
行
長
に
任
さ
れ
た
。 

 

行
長
は
、
水
運
の
便
の
よ
い
球
磨
川
河
口
に
新
し
い
城
（
麦
島
城
）
を
築
き
、

古
麓
城
下
の
人
々
も
新
し
い
城
下
へ
移
り
住
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
頃
、
妙
見
宮

は
社
領
を
失
っ
て
荒
廃
し
、
祭
礼
も
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

慶
長
５
年
（
千
六
百
年
）
の
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
加
藤
清
正
が
肥
後
国
熊

本
藩
主
と
な
っ
た
。
元
和
元
年
（
一
六
一
五
年
）、
江
戸
幕
府
は
一
国
一
城
令
を

出
し
、
熊
本
藩
で
も
佐
敷
・
南
関
・
内
牧
城
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
水
陸
の
交
通

の
要
衝
に
あ
っ
た
麦
島
城
は
存
続
が
許
さ
れ
、
さ
ら
に
、
元
和
五
年
（
一
六
一

九
年
）
の
大
地
震
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
後
も
、
幕
府
は
再
建
を
許
可
し
た
。 

新
し
い
城
は
、
中
世
以
来
の
貿
易
港
で
あ
っ
た
徳
淵
津
に
面
し
た
松
江
の
地

に
建
て
ら
れ
、
こ
れ
が
、
現
在
、
市
中
心
部
に
本
丸
跡
を
残
す
八
代
城
（
松
江

城
）
で
あ
る
。 

 

藩
主
忠
広
（
清
正
の
息
子
）
の
命
を
受
け
て
、
八
代
城
の
建
設
に
あ
た
っ
た

加
藤
正
方
は
、
城
が
完
成
し
た
元
和
八
年
（
一
六
二
二
年
）、
妙
見
宮
の
社
殿
を

再
建
し
た
。 

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
年
）、
加
藤
氏
は
改
易
さ
れ
、
豊
前
国
小
倉
藩
主
で
あ

っ
た
細
川
忠
利
が
熊
本
藩
主
と
な
り
、
八
代
城
に
は
忠
利
の
父
忠
興
（
三
斎
）

が
入
城
し
た
。 

妙
見
宮
に
参
拝
し
た
三
斎
は
、
細
川
家
の
家
紋
（「
九
曜
」
と
「
二
引
両
」）

が
、
妙
見
宮
の
神
紋
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
「
不
思
議
の
因
縁
」
と
感
じ
入
り
、

祭
礼
の
復
興
に
力
を
入
れ
た
。
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
年
）
に
は
、
神
輿
や

祭
礼
道
具
、
装
束
な
ど
を
寄
進
し
、
神
輿
の
天
井
に
は
、
自
ら
龍
の
絵
を
描
い

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

三
斎
の
没
後
、
八
代
城
は
細
川
家
筆
頭
家
老
の
松
井
氏
（
三
万
石
）
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
、
祭
礼
は
細
川
氏
の
名
代
と
し
て
松
井
氏
が
と
り
行
う
こ
と
に
な
り
、

引
き
続
き
、
妙
見
宮
や
祭
礼
の
整
備
が
続
け
ら
れ
た
。  

町
人
文
化
が
花
開
い
た
元
禄
の
頃
（
十
七
世
紀
の
終
わ
り
頃
）、
八
代
町
か
ら

笠
鉾
や
獅
子
舞
、
亀
蛇
な
ど
、
趣
向
を
凝
ら
し
、
贅
を
尽
く
し
た
出
し
物
が
奉

納
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
豪
華
に
な
っ
て
い
っ
た
。
約
二
百
年
前
（
十

九
世
紀
初
め
頃
）
に
松
井
家
の
お
抱
え
絵
師
が
描
い
た
祭
礼
絵
巻
に
よ
れ
ば
、

こ
の
頃
に
は
す
で
に
、
ほ
と
ん
ど
の
出
し
物
が
出
揃
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

明
治
維
新
や
戦
後
の
混
乱
な
ど
、
祭
礼
を
維
持
す
る
の
が
難
し
い
時
代
も
あ

っ
た
が
、
人
々
の
努
力
に
よ
り
、
現
在
も
、
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
が
受
け
継

が
れ
て
い
る
。
と
く
に
「
西
王
母
」
を
は
じ
め
と
す
る
九
基
の
笠
鉾
は
、
江
戸



時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
が
今
も
使
わ
れ
て
お
り
、
妙
見
祭
を
特
徴
づ
け
る
貴
重

な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。 

笠
鉾
九
基
と
三
斎
が
寄
進
し
た
神
輿
は
、
平
成
十
五
年
四
月
「
妙
見
宮
祭
礼

神
幸
行
列
関
係
資
料
」
と
し
て
熊
本
県
の
重
要
民
俗
文
化
財
に
、
ま
た
、
行
列

全
体
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
「
八
代
妙
見
祭
の
神
幸
行
事
」
と
し
て
国
の
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
平
成
二
十
八
年
、
日
本
を

代
表
す
る
「
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。 

 

【
参
】
笠
鉾
「
西
王
母
」
の
歴
史 

 

江
戸
時
代
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
天
和
・
貞
享
（
一
六
八
一
年
～
一
六
八
七
年
）

の
頃
、
宮
之
町
以
外
の
八
つ
の
町
か
ら
「
二
重
の
蓋
」
を
持
つ
笠
鉾
が
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
は
じ
め
は
粗
末
な
も
の
だ
っ
た
が
、
二
十
年
ほ
ど
で
次
第
に

豪
華
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

宮
之
町
の
笠
鉾
は
、
は
じ
め
は
一
人
で
持
つ
形
の
傘
だ
っ
た
も
の
が
、
元
文

三
年
（
一
七
八
三
年
）、
他
の
町
と
同
じ
よ
う
に
四
人
で
持
つ
形
に
な
り
、
菊
慈

童
の
作
り
物
を
の
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

通
町
（
江
戸
時
代
は
「
新
町
」）
の
笠
鉾
に
は
、
江
戸
時
代
の
年
号
が
書
か
れ

た
部
品
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
年
）
の
墨
書
が
も
っ
と

も
古
く
、
こ
れ
が
現
在
の
笠
鉾
の
制
作
年
代
と
考
え
ら
れ
る
。 

明
和
元
年
（
一
七
六
四
年
）
に
、
熊
本
藩
士
の
小
笠
原
長
意
が
記
し
た
妙
見

祭
の
見
物
記
録
（「
八
代
紀
行
」）
に
よ
れ
ば
、「
新
町 

西
王
母 

下
は
六
角
の

笠
二
段 

右
同
黒
繻
子
下
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
い

く
つ
か
の
妙
見
宮
祭
礼
絵
巻
に
も
、
す
べ
て
西
王
母
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
通
町
の
笠
鉾
は
当
初
か
ら
西
王
母
の
人
形
を
乗
せ
て
い
た
よ
う
だ
。 

他
の
笠
鉾
も
そ
う
で
あ
る
が
、
な
ぜ
、
西
王
母
が
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
の
理

由
は
今
だ
に
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
能
の
曲
目
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
八

代
町
の
人
々
が
能
に
親
し
ん
で
お
り
、
不
老
長
寿
や
天
下
泰
平
を
表
す
西
王
母

の
物
語
に
願
い
を
込
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

笠
鉾
を
構
成
し
て
い
る
部
品
に
は
、
古
い
墨
書
や
修
理
の
跡
が
た
く
さ
ん
見

つ
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
通
町
の
人
々
が
折
に
ふ
れ
、
補
修
や
新
調
を
繰

り
返
し
な
が
ら
代
々
大
切
に
守
っ
て
き
た
証
拠
で
あ
る
。 

 

笠
鉾
「
西
王
母
」
に
つ
い
て 

 

通
町
か
ら
妙
見
祭
に
出
さ
れ
る
笠
鉾
は
「
西
王
母
」
と
い
い
、
三
千
年
に
一

度
し
か
実
が
な
ら
な
い
と
い
う
貴
重
な
桃
を
持
っ
て
現
れ
、
皇
帝
に
献
上
し
、

美
し
い
舞
を
舞
う
と
い
う
能
の
「
西
王
母
」
と
い
う
物
語
に
登
場
す
る
美
し
い

仙
女
で
あ
る
。 

西
王
母
が
現
れ
る
の
は
、
世
の
中
が
平
和
で
人
々
が
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る

と
き
、
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
世
の
中
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
人
々

の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

笠
鉾
「
西
王
母
」
は
、
約
二
百
個
の
部
品
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
に
は
「
延
・
享
・
元
・
年
・
甲
・
子
」
と
い
う
六
つ
の
文
字
が
墨
で
書
か
れ

た
も
の
が
あ
り
、
組
み
立
て
の
と
き
の
合
印
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
七

四
四
年
の
年
号
（
延
享
元
年
）
と
干
支
（
甲
子
）
で
あ
り
、
こ
の
と
き
、
現
在

の
笠
鉾
の
大
部
分
が
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

           


